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公 共 選 択 と 参 加 シ ス テ ム

1. 問題の提起

近代経済学の主流的立場にあった新古典派的総合の経済学では，経済決定の大部分は自由市場メ 

力ニズムによって自動的に行なわれ，例外的な場合にのみ政府が介入して政治的決定が行なわれる 

と想定されるのが普通であった。

しかし，今日の先進諸国では公的介入をともなう決定をはじめ，非市場的経済決定が広沉にみら 

れるようになった。わが国の場合をみても，賃金決定，米 価 .社会保険診療報酬.薬 価 基,などの 

公共料金の決定，政府支 出•税 金 •社会保険料の決定，新空港や鉄道建設にともなう土地買収値格 

の決定，学費値上げなど，いずれも市場メカニズムによる自動的決定ではなく，政治的介入をとも 

なう決定が行なわれるのが普通である。 しかもこの種の政治的介入をともなう経済決定は， コンフ 

リ クト（紛争）あるいは甚しい遅延をともなうことが多い。

この種の経済決定は，市場メカニズムによる自動的あるいは自律的決定と，純政治的決定とが混 

合する領域での経済決定であるといえる。今，市場メカニズムによる自律的決定の領域を図1 の向 

って右側の円のパであらわし，純政治的決定が基本的には代議制民主主義によって行なわれると想 

定して，そのような政治的決定が行なわれる領域を左側の円の5 であらわすと，混合決定領域は， 

両方の円の重なり合う領域C であらわすことができるであろう。

今日の先進諸国の経済は著しく混合経済化している上に，経済組織が大規模化している。 したが 

って経済決定の中で,混合経済領域で行なわれるものと，組織の内部で行なわれるものの比重が高く 

なっている。それにもかかわらず主流の経済学ではあたかも経済決定の大部分が市場メカニズムで 

'自律的に行なわれるかのように想定されてきた。他方，政治的決定と思われる決定の中にも経済的 

需給関係など経済メカュズムに影響される決定が非常に多い。 しかし，市場システムの市場メカニ 

ズムと政治システムの民主主義については無数の研究があるのにたいして，混合領域については， 

そのシステムがどのようなものであり，その混合領域での決定がどのよ うな原理とメカニズムによ 

って行なわれるかの研究は非常に少なかった。 このことが今日の経済的諸問題の解明と解決に経済

•---  34 ---



図 市場システム，政治(代雄制)シス 

テム，參加システムの関係

公共選択と参加システム 

学が有効でなくなってきた一'":> の理由であろう。

そこで経済学の有効性を回復するために二つの方向の主 

張が考えうる。一"̂ は̂，経済への政府介入が大きくなり，

経済組織の規模も大きくなりすぎたために市場メカニズム 

の機能する領域が小さくなったのだから，市場メカニズム 

の機能を回復すもためには，経済への政治介入をできるか 

ぎりなくし，同時に経済組織の規模を小さくすれぱよいと 

いう主張である。 この主張は図1 のC の領域をミニマム化せよとの主張だといってよかろう。新自 

由主義はこうした方向での問題解決を主張する。たしかに今日の先進諸国では近年，経済への安易 

な政府介入が行なわれ，市場メカニズムを必要以上にそこなう場合が少なくなかった。それだけに 

新自由主義の主張には一理ある。
図2 ゼロサム• ゲームとプラスサム•ゲーム

分配総和が増加する場合あるいは 

プラスサム. ゲームの場合

ゼロサム. ゲーム線

の利益

横軸はと交渉、f織軸は>1の利益の大きさを，横軸は>1 
、あるいは紛争中の5 の利益をあらわす

しかしかといって自由市場と私有制の経済 

に復帰すれぱ問題が解決されるものでないこと 

は市場の欠陥と私有財産制の欠陥についての無 

数の経験と研究が明らかにしているとおりであ 

るし，大規模組厳の解体も規模の利益その他の 

理実的要因を考えれぱ実行可能性の乏しい方向 

である。そうであるとすれぱ，市場システムの 

機能 す る 領 域 （因1 のバ）をできるかぎウ拡大 

しつつも，因 1 のC の混合領域の経済決定に関 

してはこれを合理的に行なうシステムとそのメ 

-力ニズムを研究し適用するしかない。

幸いこうした要請にこたえる新しい理論が生じてきている。公共選択論，参加システム論，組織 

の理論などがそれである。公共選択論は，政治行動の経済学的解明も行なうが，公共選択論の中核 

を成すJ •M . プキャナンやG . タロックなどの社会契約の論理は，因 1 のC の混合領域の経済問 

題決定の論理としても有益である。

こ れ に た 、して組織の理論や参加のシステみの理論は，市場システムへ政府が介入する混合経済 

システムについての理論というよりも組織の編成原理や組織内部での決定の理論であるが，非市場 

的な経済決定のシステムと メカュズムの解明だという点で，公共選択論と共通するものを持ってい 

る。 ことに参加のシステムは，市場メカニズムに政府が介入する混合経済問題の決定にも，組織内 

部での決定にも等しく適用できるシステムであり，その論理と機能は公共選択論の社会契約論と極 

-めて密接な関係がある。 というよりも参加システムの基本的決定原理の1 つは社会契約的原理だと
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いうのが筆者の考えである。

参加システムこそ，交換原理を基本原理とする経済の市場システムと，多数原理を基本原理とす 

る代議'̂!1民主主義を補完する第三の決定システムであるが， この第三の決定システムが補完されて 

はじめて，今日の経済の混迷解決の道が見出されるであろう。 また，参加システム論を内蔵する経 

済理論こそ今日の先進諸国の経済的難問であるスタグフレーションや財政赤字問題解決の方向を示 

すことグ、できるであろう。

本稿の目的は，従来，独立に研究されてきた公共選択論の社会契約論と参加システム論とを統合 

して，第三の決定システムともいうべき参加システムの特徴とその決定原理を明らかにしようとす- 

る ものである。

2 . 参 加 シ ス テ ム 要 請 の 根 拠

最近，話題になる経済書の中には新しい経済決定システムの必要性を主張するものが目立つが,，

このことも従来のニ大決定システムである自由市場システムと代唐制民主主義システムを補完し，

部分的にはこれにとって代る新しい決定システムが必要なことを示唆している。 J . M . プキャナ-

ン等， 社会契約論者のニ段階社会実約決定方式の主張をはじめ，ジャーナリスティックな本の中に-

もそのような指摘が目立つ。 たとえぱトフラーの新著『第三の波』（1980年）の中で代議制民主主義/

の危機のもと権力の空洞化が生じていると指摘して， 「適正な規模」と 「相異なる政策を統合する能.

力」を持ち， 「適正なスピードJ で，「社会の多様性を反映J する決定が行なえるような新しい決定
( 1)

機構が必要だと主張しているが，そのような決定機構こそ，正に社会契約型決定を行なう参加シス

テムにほかならない。 トフラーもこのことに気づいており，新しい決定方式の一つとして社会契約 ,
(2 )

的 「交換」に類した方式が必要であろうと示唆している。

社会契約的原理を基礎とする参加システムが今日の先進諸国で強く要請されるようになった理曲 

としては，既に述べたように，①混合経済化と経済組織の大規模化が進んだことのはかに，②人 

の価値観と社会集団が多元化し，強力になったこと，③経済成長が鲍化してrゼロサム社会J 化し 

たことの3 点が重要である。

①については既に述べたとおりである。すなわち市場システムと政治システムとの重なり合う源 

域が必要になるのは，市場システムだけで決定すると，外 部 経 済 ，不経済，規模の利益の場合など 

の 市 場 の 欠 陥 （マ- ケット.プ》イラ- ）問題や分配の公正， 経済均衡の維持などの問題を合理的に- 

解決できないからこそであり， したがって市場決定に委ねることはできないからである。かといゥ*

「三田学会雑誌j 74卷 1 号 （1981年2 月）

注〔1) アルビン• トフラー著，徳山ニ郎監修，鈴木健次. 桜井元雄他訳『第三の波J 日本放送協会1980年刊594頁参照。. 

( 2 ) 同邦訳*  608頁参照。
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公共選択と參加システム

て代議制による政治決定に委ねれば，民主主義的には決定できるとしても，経済決定の基本的要請 

であるパレート最適の基準をみたすことができない。なぜかといえば多数決決定は通常の場合，決 

定に敗れた者の状態を悪化させるからである。従来の近代経済学では，r《市場の失敗》が存在すろ 

ときの唯一の解決は投票による配分であるとの誤れる結論が，明示的あるいは暗黙裡に，安易に導 

かれたJ ものである力：，民主主義とバレート最適というニ大決定システムの二つの基本基準を両立 

させるためには，参加システムによる社会契約的決定による補完が必要とされる.のである。

②の多元的価値目的を多元的集団が選択する場合，多数決の民主主義原理で決定することはます 

ます合理的でない。合理的でないという意味は，バ レート.最適と矛盾するという①の意味に加えて 

論理的に矛盾する結果を生む確率が大きくなるということである。 このことを示したの力:，K . ア 

ローとA • K •センの投票の逆理と不可能性の定理であり， この理論が明らかにしたように，選択 

目的と選択主題の数が多くなるほど，投票の逆理が生ずる確率は大きくなる。

③の経済成長が鋪化すれば「ゼロサム社会」化して，問題解決に社会的合意を得にくくなること

は ， レスター . サ ロ ー の 『ゼロサム社会』 （1980年）が提起している問題である。 ゼロサム社会とは ,

社会の構成員間の分配が図2 のイーロ線上のような関係になり，一方の分配分を増やすためには他

方の分配分が減らされるような社会である。経済が実質成長していれば，すべての人々が絶对額で

利益をもたらすつまりぺターオフする解決をもたらす（図2 のハの点はその場合である）ことは比較的

容易である。 ところが経済成長が静止して， 1 人当たりの実質分配分が増えなくなれば，多くの政

策は社会の何人かの状態を悪化させることになり， し た が っ て 「強力な少数派の拒否のため全般的

福祉改言のプログラムが発足できないJ。そ し て 「何人も解決を示す能力を持たず，いかなる解決も
( 4 )

普遍的合意を得ることができないJ ような状態が生ずるとサローは警告している。 このような場合

に プ ラ ス サ ム . ゲームを可能にするためにも参加システムが必要とされるのである。

市場システムにも多数決原理の民主主義にもそれぞれ内在的欠陥があるが，今日の先進諸国に顕

著にみられる上記の三つの事情のため，市場システムと代議制民主主義という二つのシステムの組

み合わせだけによっては，バレート最適と民主主義を両立させることが益々困難になっている。

そこで他の解決法もいろいろ検討されるが，他の解決法として考えられるもののうち，①独裁は
( 5 )

-民主主義とバレート最適の両方に反する。②団体交渉も囚人のジレンマのような逆理を生じやすい。 

③愛と理解による家族的統合は，小集団内でしか成立しない。その他単純多数決民主主義を修正し 

た ウ イ ト 付 き 多 数 決 方 式 な ど 種 々 の 提 案 が あ る が ,、ずれも例外的なケースとしてしか民主主義

注 （3) Bruno S. Frey, Modern Political Economy, Martin Robertson & Company 1978.加藤寛監訳『新しい経 

済学』ダイヤモンド社1980年刊12頁。

("4 ) Lester Thurow, Zero Sum Society^ Basic Books, 1980, p. 9.

( 5 ) 団体交渉による問題解決が囚人のジレンマ問題などのため，バレート最適的最適解をもたらさない理由については，

' たとえぱ Hans van den Doel, Democracy and Welfare Economics, Cambridge University Press, 1978, 

Chap. 3 "Negatiation"参照。
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とバレート最適を両立させることはできない。

参加システムという第三の決定機構の導入が要請されるのはそのためである。勿論，参加システ 

ムにもいろいろな難点があるので，参加システムが導入されたからといって民主主義とパレート最 

適を常に満足させる解がえられるというわけではないし， ましてや今日の経済的難問であるスタグ 

フレ一ションや財政赤字問題などがただちに解決されるというわけではないが，少なくともそうし 

た方向へ大きく前進できる。本稿はこのことを示そうとするものである。

3. 参 加 シ ス テ ム • 市 場 シ ス テ ム .

代 議 制 民 主 主 義 シ ス テ ム の 相 違 点

参加システムは，図 1 が示すように今日のニ大決定シスチムの市場システムと代議制民主主義シ 

ステムの両方のシステムが重なり合う混合領域のシステムであり， したがって両システムの原理に 

類する原理をも持つ上に，参加システム固有の原理を持つ。すなわち三つの原理を持つといえる。

参加システムの第一の原理は，政治システムの原理である民主主義の原理である。参加システム 

の伝統には産業民主主義の理論があるが，産業民主主義とはG • D • H • コールやゥェップ夫妻な 

どが言うように，政治面での民主主義の経済と産業領域へのアナロジカルな拡充であるという性格 

を持っている。

しかし，参加システムに適用される民主主義の原理は多数決原理ではなく，全員一致による合意

を原則とする民主主義の原理である。産業民主主義にはそのほかにも政治民主主義と異なるいくつ
(6)

かの徴があることはしばしば指摘されているが，決定原理としては上記の点が重要である。表 1 

は市場システムと代議制民主主義システムとを対比して参加システムの特徴を示したものであるが, 

本稿で重視するのは，制度や構成の違いよりもその決定原理と機能の独自性である。

4. 参 加 シ ス テ ム の 三 つ の 原 理

参加システムの第一の原理は交換原理である。交換原理は市場システムの基本原理である。代議 

制政治シスチムの多数決による決定は，投票に敗れた側は政治的外部不経済ともいうべき犧牲を受 

ける上に，官僚介入などによる載量的決定が強制されるため，決定に服する者の中に福祉状態が悪 

化するものが生ずるが，市:» システムの交換原理による決定は，原理的には当事者双方がベターオ 

フ （改言•良化）するところにその長所がある。 つまり交換の場合には， 買ったほうは， 売った財

r三田学会雑誌j 74卷 1 号 （1981年2 月）

注 （6 ) たとえぱ Hugh Clegff, Industrial Democracy and Nationalization, Basil Blackwell, 1956. F

ダービン著，社会思想研究会訳『民主社会主義の政治理論』社会思想研究会1957年刊参照。
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市場システム，代議制民主主義システム，参加システムの相違点

決定シスチ 
ムの特徵

決定シスチ 
ムの種類

代議制民主主義シスチ 
ムによる政治決定

市場シスチムによる自

律的決定
参加型委員会システム 
による委員会決定

④決定の 
主体の 
特徵

決定参加者 選挙によって選出され 
た代議員および官僚

財およびサービスの消 
費者および供給者

社会集団の代表，学識 
経験者（専門家）など

決定機構の 
構成員，数

委員会よりは多数 不特定多数 少数構成の委員会（当 
該問題についての専門 
家を含む）

⑧決定の原理と手段の 
特徵

多数決原理 合意による取引（交換） 
ィデォロギーゃ社会參 
団の利益から独立

原則として全員一致 
「社会契約」（非貨幣的 
要因を含む一種の交換） 
による合意の形式

構成員間の人間的コン 
タクトはあるが参加シ 

ステムほどでない

人間的コンタクト少な 
いインバーソナル

人間的コンタクトとコ 

ミュ ニ ケーション多い

© 決定結果が当*者の 
効用へ与える影響

政治的負の外部性（儀 
牲）と強制あり

政治的負の外部性原則 
としてなし

負の外部性と強制の極 
小化を原則とする

一方がぺターオフし， 

他方が悪化することが 
多 い （バレート最適の 

条件をみたさない）

双方ともぺターオフす 
る （バレート最適への 

接近）

双方ともべターオフす 
る （バ レ ー ト最適への 

接近）

その他の長所 決定の恣意性や政治権 
力の介入を避けること 
ができる

参加者の学習効果とコ
ミユ ニケーシ.ヨンによ

り，統合性が高まる

やサービスの効用以上の効用ともたらす金を受けるから売るのであり，買ったほうは，購入した財

とサービスが支払うお金以上の効用を彼に与えると思うから買うのである。つまり，消費者は買っ

た商品の限界効用が支払った金の限界効用を上回っており，消費者余剰があると思うから買うので

あり，売るほうは，商品を売ることによる限界収入が限界コストを上回ると思うから売るのであり，

かくて双方の利益が一致して交換がコンフリクトなしに成立するのである。実際には期待した効用

が得られないということもあるが，少なくも取引の時点では， 双方とも状態がベターオフ（改言）

すると考えられるから，双方合意の上で交換あるいは取引が成立するわけである。

しかし，交換は市場での金建的取引に限らない。一般に組織が成立する場合にも，何 ら か の 「交
(7)

換」.があるはずであるとみられている。チェスター.I  • バーナードによって示唆され，サイモン 

によって定式化された誘因（Incentive).貢 献 （Contribution)の 均 衡 （I C 均南）によって労使間の

注 （7 ) チュスター. I  . バーナード著，山本安次郎他訳r経営者の役割』ダイヤモンド社1968年刊。

—— 3 9 一



雇用関係をはじめ種々の組織も成立するとの見方も，労使間に義務の相互交換があるとの解釈であ

る。 もっと古くはマリー. パーカー• フォレットが交換による統合の原理を主張している。 フォレ

ットはコンフリクト（紛争）処理には支配，妥協，統 合 （インテグレーション）の三つの方法がある

という。支配は一方が全面的に儀牲になり，妥協は双方がそれぞ; 幾分策牲をしのぶことになるが，

統合の場合には双方の希望が達成されるという。す な わ ち 「二つの要求が統合^れているというこ

とは，二つの要求のいずれもが何ら儀牲を払うことなく，双方の要求がみたされる（find a place)
(8 )

方法で解決されることを意味している。」

近年になって公共選択論のJ . M  . プキャナンやG  . タロックによって提唱されている社会契 

約的解決も当享者双方をベターオフさせる一種の「交換」による問題の解決法だという点ではバー 

ナ ド .サイモン流の組織の理論やフォレプトの統合原理と通ずるところがある。実は政治シスチ 

ムと市場システムの混合領域の決定機構である参加システムの原理を特徴づける原理の一つもこの 

非 市 場 的 「交換原理」にある。

ただし，参加システムでの交換は市場におけるインバーソナルな不特定多数との交換ではなく， 

パーソナルなコミュニケーションと論議を経た後の交換であり， また，必ずしも金銭授受をともな 

わない交換であるという点で，市場システム下の交換とは異なる。

交換原理による社会契約的合意形成は，利害対立的な問題に関しても，双方の状態をぺターオフ 

させる合意形成を可能にする。当事者間の交換によって双方がぺターオフする上に，双方が協力す 

ることによって分配分総額が増える場合には， とくにそうである。 J . ロールズによって提起され 

た格差原理あるいはマキシミン原理による分配問題の解決はそういう方向を示唆するものとしても 

注目される。図 3 は J .M •プ キャナンが用いた図を利用して分配問題についての社会契約的合意

図 3 社会契約の原理

r三田学会雑誌」74卷 1 号 （1981年2 月）

^ :平等分配線 

T o  : ゼロサム• ゲーム線 

a 点 ：原初的状態 

b点 ：社会契約による平等分配点 

C 点 ：ロールズ的社会契約の均銜点 

0 - 6 - C - ゴ：生産(福祉)可能性曲線

注 （S) H. C. Melcalf and L. Urwick, ed. Dynamic Administration, the Collected Papers of Marv Parker 

Follett, New York and London,,1941, p. 3 2 .同様のことはL •アーウィック編，斉藤守生訳『フォレット経営 

管理の基礎』ダイヤモンド社1963年刊 128〜129頁の藻利重隆教授の解説に述べられている•
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公共選択と参加システム■

形成の可能性を示唆したものである。 この図の縦軸はパの分配分ないし福祉を，横軸は5 の分配分 

ないし福祉をあらわす。 fl点はオリジナル.ポジションであり， ろ点は社会契約によって双方の総 

分配分が増えた場合，その分配分を平等に分配した場合を示す。 もし両者がこの分配分を単純に分 

配し直す場合には，一方の状態がよくなれぱ他方の状態が悪くなるのでイーロ線上の分配になる。 

つまりゼロサ ム .ゲ ー ム で あり，両者の利害は分配に関しては対立するしかないようにみえる。 し 

、かし，両者が格差原理を受け入れて，格差はそれが両者双方の利益につらなる場合—— つまり格差 

により相対的には分配分が小さいほうの分配分を受ける者の分配分も増える場合—— にのみ正当化 

されるものとすれば，格差が増大しても双方の状態はベターオフ， バレート最適の条件をもみたす  

ことになる。 この場合, A S ともに社会契約によって格差原理を受け入れて，双方の状態は良化す 

ることになる。

このように参加システムにおける決定原理は，第一に市場システムの決定原理である交換原理を 

非市場的決定にアナロジカルに適用した交換原理であるといえる。

第二に，参加システムは，政治民主主義の原理を経済.産業面に拡充してアナロジカルに適用し 

た民主主義の原理を持つ。参加システムの理論の一つの支柱は産業民主主義論であるが，産業民主 

主參論者のウュップ夫妻やG . D . H • コールが主張したよ うに，産業民主主義は民主主義原理 

の 経 済•産業面への拡充適用しようとするものだからである。

し力、し，参加システムは諸決定を社会の構成員の意志に基づし、て討議決定するという点では民主 

主義の原理に立つ。 しかし，決定方式は多数決ではなく，全員一致方式による合意を原則とするが， 

交換原理は，多数決によらずに合意を形成することを可能にする原理である。

市場システムと政治システムの混合領域に適用される参加システムの決定原理はこのように，市 

場システムの交換原理と政治システムの民主主義原理をアナロジカルに適用して総合化したもので 

ある。

それでは参加システムには，固有の決定原理はないかというとそうではない。参加システム固有

の原理ともいえるものがある。 それが社会学的意味での統合（インテグレーション）の原理であろう。

先述のようにフォレットも統合の原理という言葉を用いているが， フォレットのいう統合の原理は
( 9 )

どちらかというと交換原理に近い。 ここでいう統合原理とは，参加するメンバーが互いに人間的交 

流と情報のコミュニケーションを通じて，知識と情あるいは人格的面でも理解を深め，共通の知識 

と共通のモラルを持ち協力的に問題を解決しようとする原理である。すなわち，人間的交流を通じ 

て情的あるいはモラルの面でもある程度の一体感があり，協力しよう.とするところに統合の一つの

ま（9 ) フォレットの統合の原理を交換原厘の一種と解したことに関して三戸公教授から疑問が提起された。たしかにフォ レ 

ットの統合の原理には，人間的要素も含まれているものと解されるし，交換というよりもジンテーゼであるといえるか 

もしれないが，当事者双方がベターオフするプラスサム. ゲームであるという点で，交換原理としての性格を持つとい 

えるであろう。
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特徴がある。 もう一つの特徴は，知識と情報の交換を通じて相互の理解を深め，学習することであ 

る。キャロール.ペート マンは民主主義をJ . シュムペーター型の代議制民主主參とA  •ルソー 

J . S • ミ ル • D  . H  . コールの流れを汲む参加型民主主義に分けており，参加型民主主義に 

は学習効果があるという。す な わ ち 「参加の過程自体が発展し育っていき，個々の市民は参加する
(1の

ほど， よりよく参加できるようになる」 といっている力；，参加システムにおいては交換原理だけで 

なく，人間的交流と学習効果を通じて，民主主義的に全員一致の合意を形成していく。 ここに多数 

決原理に依拠する代議制民主主義と異なる点があるといえよう。

5. 社会契約的決定の適用例

参加システムによる社会契約的決定は，企業内の労使協議会などでは日常的に行なわれている こ 

とであるが， これまで述べた原理の具体的応用可能性を示すために，国民経済的レペルでの社会契 

約的決定としてよく知られる賃金.物 値 •減税等の社会契約的決定の例と，最近わが国で話題にな 

っている定 年延 長•年功賃金体系と退職金支給基準改訂に関する社会契約的決定の例をとりあげて， 

それぞれの思合の合意形成のメカニズムをより現実に即して説明することにしよう。

社会契約的な賃金•物 価 •社 会 保 障•減税等の同時決定方式は，1974年のイギリスで行なわれて 

国際的に注目をあびたが， これに類する社会契約的貢金等のバッケージ解決はスウ：n —  デンをはじ 

めとする北欧諸国ではかなり定者した制度になってきている。 もし賃金引き上げ問題だけを労使双 

方で争って，賃金が大幅に引き上げられれぱ労働側は利益になる（少なくとも一時的には利益になる） 

力:，経営側は損になり，ゼロサム• ゲームになる。すなわち先の図2 のイーロ線上の取引になる。 

.ところが賃上げ，物価安定，労働者の所得税減税あるいは社会保障等の移転所得改善の三つの項目 

を同時決定する社会契約的決定の場合には，労使間の決定がプ ラ ス （Positive)サ ム . ゲームになる 

可能性がある。表 2 はそのような場合を示すために労使の損得を数字化できるものと想定した上で 

仮説的な数字例であらわしたものである。 この場合，労働側は賃上率を抑制することによってマイ 

ナス5 の損になるが，経営者側と政府が賞上げ抑制の引き替えとして物価と雇用の安定を約束して， 

この点でプラス 4 の利益を得て， さらに政府が労働者の賃上げ分の 跟界税率を引き下げることによ 

ってプラス 3 の利益を得ることが確実であるとすれぱ，そして労働側が合理的であればこのような 

社会契約を労働側は受け入れるであろう。

この場合，労働側は賃上げ抑制という点で損をし，経営側は物価•雇用安定の努力のため損をし， 

政府は減税と福祉支出で財政农支が苦しくなって損をしているので，一見， 「三方損Jにみえるのが， 

総合的に大きな観点からみると，「三方得」になっている。すなわちこの例の場合，労！！!側では物価.

注( 1 0 )キャロール. ペートマン著，寄本勝美訳『参加と民主主ま理論』早稲田大学出版部1977年刊77頁。
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社会契約的決定の例

\選択対象

選択の\  
主体\

賞 上 げ  
(抑制）

物価•雇用 
(安定）

所得税減税 
または福祉 
政策の充実

計

労働側 -5 + 4 +3 + 2

経営者側 + 5 -3 — + 2

政 府 + 1 +4 一  3 + 2

雇用の安定と減税または福祉政策 

の充実の利益が賃上げ抑制によろ 

損失を上回り，経営側では賃上げ 

抑制によるコスト圧迫の緩和で利 

益を得，政府は減税と福祉支出拡 

大という点では財政収支に苦しむ 

力’、，賃上げ抑制で公務員の賃金コストを節約できるし，それに物値と雇用の安定という国民経済的 

利益は政府の利益とみるべきだろう。 この場合，賃上げ抑制だけであると， スタグフレーション期 

には，消費需要を減少させ不況を悪化させる恐れがある。 ところが，減税と福祉支出拡大を組み合 

わせて行なえばその恐れも少ないので， このような政策の組み合わせは，賃金コスト.インフレと 

需要不足デフレの組み合わせから生ずるスタグフレーション期には国民経済の安定にとっても好ま 

しい。すなわち， まず労働者にとっては名目賞金の増加でなく，再分配後の可処分実質所得の増加 

が満足いくものであればよいのだから， 次式(1)の (名目賞金の増加）でなく， (再分配後の 

実質可処分所得の増加）が問題である。 したがって名目賃金増加と移転所得の増加プラス減税の 

組み合わせを選択できる。 いま図3 の a - b 線上が労働者の再分配後の実質可処分所得増加 

が 同 額 と な る と （A 5 — a t ) の組合せを示すとすれぱ，労 働 者 は こ の —ろ線上の組み合わせ 

のどこを選んでもよいということになる。そうであるとすれぱ， コスト•インフレで需要不足型の

^W *= (1)

た だ し : 労働者の再分配後の可処分実質所得の増加分

^ W ：名目賃金増加分，A S : 労働者への社会保障などの移転所得 

の増加分

A T  : 労働者への税金の増加分， したがって減税のときは一Aては 

プラスになる

P ：物価指数

スタグフレーションの場 合 に は ,賞 金 コ ス ト .インフレの 抑制と総需要拡大という点からみて好ま 

しい点をa - b 線上から選ぶのが合理的である。 労働者にとっては短期的直接的には無差別であろ 

だけでなく，長期的にはスタグフレーションを克服できるので社会にとっても労働者にとっても利 

益になるからである。賃金コスト• インフレ抑制という観点からみれぱ，分配率一定の想定のもと 

では賃金上昇率と実質生産上昇率が等しくなることが好ましいから図4 上 のC 一 AFtf線に等しい赏 

上 げ の 組 み 合 わ せ 点 ）を選ぶことが好ましいということになる。 さらに需要

注( 1 1 ) の た め に は で あ れ ば よ い か ら ，g I4上の©点はその条件をみたす点である。
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大という観点からみるとQ 点が最適の組み 図4 社会契約的質上げ決定

合わせになるとはかぎらないので，需要拡 

大を重視するか賃金コスト.インフレ抑制 

を重視するかによってどちらにとって好ま 

し い 点 を — ろ線上の点から選択すること 

が必要になるが，他の政策手段をも組み合 

わせれぱ，労働者の再分配後の実質可処分 

所得増加には無差別で， スタグフレーショ 

ンを解決あるいは減少させうる解決策を見 

出すことも可能であろう。

このように一見，「三方一両損J的にみえる解決の場合にも，実は大局的総合的観点からは，当*  

者すべてができる限りべターオフするような解決を見出せるところに社会契約型参加システムのュ 

ッセンスがある。1974年以降， イギリスで試みられた社会契約的賃金決定も， スウェーデンで近年， 

賈上げ協定のたびに行なわれているパッケージ. ディ一ルも正にこのような特徴を持ったものであ 

った。 ことに1978年にスウェーデンで行なわれたバッケージ. ディールは，①賃上げ幅の自制，② 

闕 値 （Threshold)協定的な物価安定の約束（物価上# の闕値を設定して，物価上昇幅をそれ以下に抑える 

ことを政府も経営者も努力することを約束し， もし美際の物価が一定期間後にその闕値を越えた場合には，追 

加賃上げを認める方式であり，日本流にいえぱ一種のニ段階賃上げ方式に近い)， ③限界税率の調整による 

勤労者の減税の組み合せによってかなりの成果を挙げた。1978〜79年のスウェーデン経済が一時的 

とはいそれ以前のスタグフレーションから立ち直り， 4 〜5 % の経済成長を実現できた理由の 

一 '̂̂3はこの社会契約的バッケージ. ディ一ルによる控え目な賃上げにあったとみられている。

このような社会契約賃金決定を社会契約会議のような形で制度化すれば，それは社会契約的参加 

システムとなる。

社会契約的バッケージ決定の最近のもう一つの例は定年延長と年功賃金体系および退職金支給基 

準手直し等の同時的解決である。

わが国の大企業では，定年までの終身雇用制と年功賞金および退職金支給は制度化された慣行と 

なっている。 この制度化された慣行は，法制化されてもいないし，労使間で必ずしも明文の協約に 

はなっていないが，労使間の暗黙の契約である。 したがってこの制度化された慣行を変える場合に 

はそれだけの根拠が必要であり，労使間の合意が必要である。定年延長にともなう賞金体系および 

退職金支絵基準の手直しの場合には，一方で会社側では定年延長にともなう負担が増え，労働側が 

利益を得るので，他方で，労働側が年功賃金体系と退職金支給基準の手直しに応ずるという一種の 

社 会 契 約 （あるいはギプ.アンド•テイクという交換）的合意を成立させることは合理的である。
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図5 年功貢金体系と生産性

0 勤続年数 Q R S

賃金体系と退職金の支給基準を手直しすることは，それ自体では高年労働者には不利であるが， 

定年延長の利益がその不利を相殺して余りあるものであるならぱ， これを受け入れることは労働側 

にとっても有利な「交換」である。たしかに日本的雇用慣行では， 図 5 に示すように若い頃（因の

点よりも向って左側）には労働生産性（厳密には限界労働生産性価値額）の 大 き さ （図 の 線 ）以下の 

質金ひゴ線）しか支給されないが，中高年になってからは逆に生産性以上の賃金を得ることにより， 

若いときの不利益を中高年になってからの利益が相殺するという形になっている。すなわち図の上 

ではA  (三角形《̂»6)の大きさが物価水準や利子を考慮に入れた上でS  (三角形eerf) に見合う形にな 

っている。 したがって，現状のままの定年（ぶ点）で，年功賃金体系を《ゴ線から《/ 線へと手直し 

をすれば， 中 高 年 労 働 者 は 三 角 形 の 部 分 （斜線の部分）だけ損をすることになる。 し力、し，定 

年がi?年からS 年にまで延長されれば労働者は四角形f c i h の 部 分 （横線の部分）に見合う利益を得 

る。し た が っ て 損 を す る 三 角 形 の 部 分 よ り も 得 を す る/ci/zの部分が大きければ， 労働側は定 

年延長と年功賞金の手直しの•■交換」に応ずることは合理的だということになる。

6 . 参 加 に よ る 統 合 と ス タ グ フ レ ー シ ョ ン

参加システムによる社会契約的（すなわち交換原理による）決定がスタグフレーションの解決あろ 

いは緩和に役立つことは既に述べたが，参加システムの統合機能はスタグフレーションの克服を一 

層可能にする。

近年スタグフレーションの説明と対策に関してはマネタリストの説明と社会派インフレ論者の主 
(12)

張が有力であるが，参加システムの統合機能論は； この社会派インフレ論に一つの論拠を与えるこ

注（1 2 )社会派インフレ論の主張については拙稿『もう一'"：> のスタグフレーシHン論J (r経済セミナーJ 1980年10月号で;由介 

した0

a 
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(13)

とにも役立つであろう。社会派インフレ論によれぱ， 図®ライペンシュタインの図解 

今日の先進諸国のスタグフレーションの重要な原因 

は労働生産性が上昇しないあるいは低下するとき，

賃金などの名目所得が生産性上昇率を無視して大幅 

に引き上げられるからであるが，生産性の向上と賃 

上げ圧力の大きさが人間のモチペーションによって 

左右されることが次第に注目されるようになってき 

ている。 1980年 8 月 の IEA (国際経済学会）のメキ 

シコ大会で発表されたH • ライペンシュタインの報 

告 「インフレーション，生 産 性 •失業への义効率アプロ一' ネJ はま さにモチペー シ ョンとインフレ 

ーシg ンとの関連を定式化したものであり，社会派スタグフレーション論発展の一'"：> の方向を示唆 

するものとして注目される。 ライペンシュタインはズ効率論の提唱者として知られている力’、， X 効 

率 と は 主 と し て 働 く 人 々 の モ チ ペ ー 図 7 參加の程度，社会的統合のg 度，インフレ率の関係 

ションとか競争庄力によって左右さ 

れる効率のことである。 ライペンシ 

ュタインはこの効率が低下すると,

生産性が低下し，生産物単位当たり 

のコストが高くなってこれがインフ 

レあるいはスタグフレーションの原 

因になるとみる。 ライペンシュタイ 

ンは生産物単位コストをモチペーシ 

3 ンの関数として(2)式と図6 の C 一 

C 線 の ように右下がりの線として表わす。

C  ニ/'(M)

/ '< 0  ( C はM の減少関数である）

M = M (C , E)

M c > 0  (M は C の増加関数である）

〔ただし， C  : コスト , M : モチペーシ

「三田学会雑誌j 74卷 1 号 （1981年2 月）

(2)

(3)

, £：:企業環境〕

このことは，企業環境など他の条件を一定と想定すると，ある段階までは，単位コストはモチぺ 

一ションが高まるほど小さくなる（減少関数）ことを意味する。

注 （13) H. Leibenstlin, "X-Efficiency Approach to Inflation, Productivity and Unemployment," 1980. この 

論文は未公刊である力X効率がインフレ率を左右することに関してはライペンシュタインの近著Inflation, Income 

Distribution and X-Efficiency Theorv, Croom Helm, London, 1980に述べられている。
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公共選択と参加システム

他方，（3)式と図6 の M —  M 線 は モ チ ベ ー シ ョ ン（この場合は主として経営者のモチベーション）が単

位コストによって動かされ，単位コストが大きいとこれを低下させようとのモチペーションが高ま

ることを示している。 また， この式の五は競争圧力の有無などの企業環境を表わす。たとえば競争

圧力が強いときは，独占のときに比べて単位コストを下げようとのモチベーションが働き，図のM

一 M 線を右下方にシフトさせる。 C _ C 線とM —  M 線の交わる点が一種の均衡点である。

このようにモチペーションと競争圧力は単位コストの大きさを左右するが， この二つが低下する

とズ効率が下がり，生産性と生産高が停滞すると同時に単位コストの上昇により物価が上昇する。

つまりスタグフレーションが発生するというわけである。

モチペーションでコスト. インフレを説明するライペンシュタインのインフレ論は，社会的統合

性 （インテグレーション）の如何でインフレ率が左右されることを示した筆者の社会的インフレ論と

共通するところがある。筆者のモデルは， ライペンシュタイン等が重視する社会的統合性というモ
(14)

チペーションに左右されるところの大きい要因と， 7 イントラウプなどの所得インフレ論とを統合 

したモデルであるが， この社会的統合性を民主的方法でもたらすためには参加システムを生かして， 

参加システムの先に述べた三機能を働らかせることが必要であるというのが筆者の主張したいこと 

である。つまり参加システムを導入してこれを有効に機能させると，社会的統合性が高まり，社会 

的統合性が高まるほど，他の条件が等しい場合，次に述べるような理由でスタグフレーションを免 

れるというわけである。 .

まず労働生産性の上昇率をj とし， これが企業や産業における社会的統合性（これをI と表わそう） 

の程度に左右されるものとみる。多くの日本の企業のように，労使間および従業員間のコミュニヶ 

一ションと人間的ふれあいが密で，労使間および従業員間の協力関係が強く，労働者が企業に一体 

惑を持つような企業では，他の条件が等しいとき，労働生産性向上率が大きく，他方， イギリスや 

イタリァのように同の意味での社会的統合性の弱い国の企業では，生産性向上率が低い。 したが 

って(8)式と园4 の 一 線 の よ う な 関 係 が 想 定 さ れ る 。

y=K iy  E , ズ） (4)

f i > 0  (̂ ^は / の増加関数である）

このまのI は社会的統合性の程度であり，その程度は，労使紛争の頻度，労働者の自己都合の欠 

勤 率 .離 職 率 •経営参加の程度などの統合指標として示される。 また，£：は競争圧力であり， ズは 

投資などその他生産性上昇に影響する要因である。図 7 の —  線は丑とズを一定と想定した場合 

の社会的統合と生産性上昇率との関係を示したものであり，社会的統合性が高いほど生産向上率が 

高くなり，社会的統合性が崩壊すると生産性上昇が小さくなるかマイナスになることを示す。 また，

注 〔14) Sydney Weintraub, Keyes, Keynesians and Monetarists, University of Pennsvlvania, 1978はか参照。
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鏡争庄カ五の増加はこの ^̂ ーグは上方にシフトさせるように働くであろう。他方，賃金をはじめと 

する名目分配所得の上昇率は，他の条件が同じであれば，社会的統合性が崩壊するほどむしろ大き 

くなりがちである。す な わ ち ⑨ 式 と 図 の 一 線のようにあるところまでは， どちらかといえぱ右 

下がりになると考えられる。

tb=h(J, E, X) (5)

h iく0 は / の減少関数である）。
(15)

このような関係を想定した上で， ワイントラウプ等が重視する周知の(6)式を用いて社会的統合の 

程度と物価上昇率の関係を示すと，⑦式のようになる。

P = w—y — a (6)

i> ：物価上昇率 

W ：名目平均賃金上昇率 

y ：労働生産性上昇率 

a ：分配率の変化率 

すなわち(6)式に(4)式と(5)式を代入すると

i>= E, X) — h(J, E , ズ)一a (7)

この式の/>は単位コスト上昇率であり， 分配率《— 定の想定のもとでは物値上昇率である。 図 

8 では，物 価 上 昇 率 は 一 W 線とナー_^線の差であり， 線がその大きさを示す。

この図が示すように，社会的統合性の高い経済では生産性上昇率が大きく物価は安定的であるが， 

社会的統合性が崩壊すると生産性上昇率は小またはマイナスとなり，物価上昇率は大きくなってス 

タグ フレーション現象が生ずることになる。 もちろん， このモデルは封鎖経済を想定した上に，貧 

金と生産性を左右する要因のうち社会的統合性という社会的要因だけに注意を向けた，あまりにも 

単純化されたモデルであるが， このような関係がもし存在するならば，社会的統合の崩壊がスタグ 

フレーションの国内的要因の一*"3 であるといえる。実証的裏付けは今後の課題であるが，各国の実 

情をみても， ストライキが少なく，何らかの形の経営参加および政策参加と労使間の協力関係が発 

達して いる西ドイツ，オーストリア， ノルウ：n — , 日本でスタグフレーション現象があまり深刻で 

なく，社会的統合が低落していると思われるイギリスやイタリアでスタグフレーション現象が顕著 

であることは，参加システムが機能していて社会的統合性の高い国ではスタグフレーションを免れ 

やすいことを示唆している。

参加システムはこのほか今日の先進諸国の非市場経済決定にかかわる困難な諸問題解決あるいは 

緩和に役立つことが期待される。

r三田学会雑誌j 74巻 1 号 （1981年2 月）

注 （1 5 ) この式は国民所得が賃金と利潤だけから構成される封鎮経済下の想定のもとで，労働分配率一定のときには，物価上 

昇率が名目平均賃金上昇率と労働生産性上昇率との差になることを示す，
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公共選択と參加システム

7. 参加システムの問題点

勿論，参加システムを導入すれぱこうした難問が解決されるというのではない。市場システムに 

も代議制民主主義システムにも欠陥や難点があるように，参加システムにも欠陥や難点がある。産 

業民主主義論者が指摘してきたように，①安易な参加は労働組合の団体交渉力や争議権のような対 

抗カ機能をそこなうおそれがある。②利害対立の調整が困難でかえって経営や政策運営の効率性が 

そこなわれるし，運営等の参加コストも大きい。③参加した代表がその母体と団体のメンバーの意 

志や欲求を反映するとは限らない。④政策参加の場合には，議会民主主義の権威がそこなわれる， 

といったような諸々の問題があるが，①は労組等の対抗力が強力かつ安定的になった社会ではかつ 

てのような心配はない。④は，参加システムが議会にとって代るのでなく， これを補完するのであ 

り， さもなくぱ官僚や議会の舞台裏で行なわれるであろう非民主的決定にとって代るのであるから， 

むしろ民主主義の拡大というべきであろう。②③に関しては，たしかに参加システムが定着して有 

効に機能するまでには問題が生ずるであろう。 とくに参加システム導入期には図8 のように参加シ 

ステム導入の当初コストが大きいので，参加コ ストとコンフリクトなどによって生ずるコストの総 

計は，参加を導入しない場合のコンフ リクトなどによるコスト （fl—  ろ線）を 上 回 る が，やがて情 

報 .学習効果，統合効果などがあらわれる上にコンフ リクトが少なくなるので，参加コスト. プラ- 

ス . コンフリクト • コスト の総計は低下して，参加システム導入後の総コストのはうが小さくなる 

ことが予想される。 この点を認識しないと，参加システム導入当初に，②，③のような参加にたい

旧8 參加システム導入後のコスト

A : 參加システム導入の当初コスト節約

B ：參加システム導入によるコスト節約

(主として紛争の減少，よきコミュニケーション 
や学習によるコスト節約）
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する否定的見解が生じやすい。社会民主主義システムと市場システムが定着するのに長い時間がか 

かったように，第三の決定システムの参加システムも.一朝一夕に定着して成果を挙げると期待する 

のは楽観的であるが，少なくとも参加システムは今日の先進諸国の混迷を救う一つの希望であると

いえよう。

(中央大学経済学部教授).
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